
 京都市介護保険規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和３年３月３０日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市介護保険規則の一部を改正する規則 

 京都市介護保険規則の一部を次のように改正する。 

第２９条の表第９条第１項各号列記以外の部分の項中「（法」の右に「第４５８条第２

項，」を加える。 

第３２条第２号イ中「６００，０００円」を「８００，０００円」に，「２４０，００

０円」を「３２０，０００円」に改め，同条第３号を削り，同条第４号イ中「第２号イ又

は」を削り，同号ウ中「第２号ウ」を「前号ウ」に改め，同号を同条第３号とする。 

第３３条第１項各号列記以外の部分中「から第４号まで」を「又は第３号」に改め，同

項第１号ア中「７，１２８円」を「７，３４４円」に改め，同号イ中「１７，４２４円」

を「１７，９５２円」に改め，同号ウ中「３８，８０８円」を「３９，９８４円」に改め，

同項第２号を削り，同項第３号中「前条第４号」を「前条第３号」に，「１５，８４０円」

を「１６，３２０円」に改め，同号を同項第２号とする。 

   附 則 

 この規則は，令和３年４月１日から施行する。ただし，第２９条の改正規定は，公布の

日から施行する。 

（保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課） 
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